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【憲法】 

 

１ いわゆる出会い系サイトの利用により、児童が児童買春、青 

少年保護育成条例違反等の犯罪被害にあう事案が急増したこと 

が社会問題となっていたことを背景として、インターネット異 

性紹介事業を利用して児童を誘因する行為の規制等に関する法 

律（以下、「本法」という。）が制定された。 

本法は、インターネット異性紹介事業を定義した上で（２条 

２項）、同事業を行おうとする者は事務所の所在地を管轄する 

都道府県公安員会に所定の事項を届け出なければならない旨を 

定め（７条１項）、その届出をしないで同事業を行った者は６月

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する旨を定めている

（３２条１号）。 

２ Ｘは自宅に設置されたサーバコンピュータを利用して。「A」 

 と称する電子掲示板（以下、「本件サイト」という。）を運営・ 

管理していた。 

  Ｘは、互いに認識のない、女性と男性との間での交際を求め 

 る者を対象として、その求めに応じてサービスを提供すること 

を方針として本件サイトを運営しており、本件サイトの掲示板 

には「都内在住の３４歳の主婦です。学生時代のようにドキド

キワクワクする連来がしてみたいです。メールから始めて、少

しずつ親交が深められればいいなって思ってます。」等の内容の

メッセージが投稿されていた。 

 また、本件サイトでは、その機能上掲示板に書かれた記事に 

対して返信記事を投稿することで、記事の投稿者と電子メール 

の交換を行うことが可能であった。 

  Ｘは、本件サイトを運営するにあたって、県公安員会に届出 

 をしていなかったところ、Ｘの本件サイトの運営行為は本法３ 

２条１号、７条１項に該当するとして起訴された。 

 

問 Ｘの立場から憲法に基づく主張を述べた上で、これに対する 

 反論及び関連する判例を踏まえあなた自身の見解を述べなさ 

い。 
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参考条文 

＜インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規

制等に関する法律＞ 

第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児 

童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止す 

るとともに、インターネット異性紹介事業について必要な 

規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の 

利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、 

もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 

 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 児童 十八歳に満たない者をいう。 

二 インターネット異性紹介事業 異性交際（面識のない異性との

交際をいう。以下同じ。）を希望する者（以下「異性交際希望

者」という。）の求めに応じ、その異性交際に関する情報をイン

ターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて

これに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が

電子メールその他の電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法

律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同

じ。）を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡す

ることができるようにする役務を提供する事業をいう。 

三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業

を行う者をいう。 

四 登録誘引情報 

提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。 

              ⋮  
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第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公

安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠

となる事務所（事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、

以下「事務所」という。）の所在地を管轄する都道府県公安委員会

（以下「公安委員会」という。）に届け出なければならない。この

場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付

しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 

二 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すもの

として使用する呼称（当該呼称が二以上ある場合にあっては、それ

ら全部の呼称） 

三 事業の本拠となる事務所の所在地 

四 事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則

で定めるもの 

五 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 

六 第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認

の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委

員会規則で定めるもの 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹

介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があっ

たときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を

公安委員会（公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更した

ときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会）に

届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公

安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 

             ⋮  
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第十二条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネ

ット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知

ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する

情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないよ

うにするための措置をとらなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、

その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引

行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第十三条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネッ

ト異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は

他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が

児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当

該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業

者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット

異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防

止するため必要な指示をすることができる。 

第十四条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネッ

ト異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪（この法律に規定

する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条

の罪を除く。）その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で

定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われ

た時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地

を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対

し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異

性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

２ インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当

することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の

事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性

紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず

ることができる。 
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第十六条 公安委員会は、第七条から前条まで（第十二条第二項を

除く。）の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性

紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報

告又は資料の提出を求めることができる。 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 

一 第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性

紹介事業を行った者 

二 第九条の規定に違反した者 

三 第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反し

た者 
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明治大学法曹会  司法試験予備試験演習（憲法）  

弁護士  山中佑介  

令和７年３月３０日実施  

レジュメ 

第１  出題趣旨  

本問は、インターネット異性紹介事業者に、届出義務を課すことの

憲法適合性を問う問題です。  

憲法の問題の検討の順序や考慮要素の整理に資すると考え出題しま

した。  

素材は最高裁平成２６年１月１６日大法廷判決です。  

 

第２  本問の分析（答案構成）  

１  問題の把握（規制内容（制限の内容）の把握）  

（１）表現の自由に対する制約と考える？  

インターネット異性紹介事業における表現の内容に着目した規制

（事業者の表現の自由の制約、投稿者の表現の自由に対する制約）   

ア   

（２）（広義の）集会結社の自由に対する制約ととらえる余地  

（３）営業の自由に対する制約としてとらえる？  

   精神的自由権に比べて憲法上の保障が弱め（ o r 裁判所の審

査密度が低め）  



[ここに入力] 
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   →違憲を主張するＸの立場としてあえてこの権利で構成する

理由がない。違憲を主張する立場として不適当か…  

※上記検討を踏まえ、参考答案では（１）の表現の自由に絡むの問

題として構成。  

２  規制の程度の検討  

（１）本法の内容  

 ・本法１条  規制の目的＝児童の健全な育成  

       ※立法事実＝児童が児童買春等の性犯罪被害にあう

事案が急増し社会問題になっていること  

 ・本法７条（インターネット異性紹介事業を行おうとする者に対

して公安員会への届出義務）  

 ・本法１３条（公安員会による指示）本法１４条１項、２項（事

業の停止、事業の廃止命令等）  

             ↓  

 ・本法１４条１項による刑罰（６月以下の懲役、１００万円以下

の罰金）  

３  審査基準の検討  

（１）規制の程度  

  ア  規制の程度が強い方向に考える要素  

    ・表現内容に着目した規制  

    ・自己実現の価値との連関性  

    ・刑罰によって届け出義務を担保  
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    …ｅｔｃ  

  イ  緩やかに考える方向に働く要素  

    ・許可制などではなく何なる届出制  

    ・届出事項の内容＝本法７条であり届出事項の内容は相当

程度限定されている。  

    ・届出義務を課すことによって表現行為そのものが制約さ

れるわけではない。  

   …ｅｔｃ  

（２）審査基準  

   上記要素を勘案して設定。  

   ※よど号ハイジャック記事抹消事件判決、堀越事件を念頭に  

４  あてはめ  

（１）立法目的の分析  

  立法目的＝児童の健全な育成（本法１条）  

       より具体的には児童を犯罪被害から保護すること  

  立法目的が重要なものであることは明らか  

（２）規制の関連性（必要性、相当性）  

  ア  必要性  

  ・立法事実＝児童が児童買春などの性犯罪に遭う事案の急増。  
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   →規制の必要性が高い  

・本法＝事業開始時に届出事項を把握することを要求している。  

 上記立法目的を達成するうえで、事業開始時点に届出をることは

実効性を確保するための必要性が高い。  

  

 イ  相当性  

 ・罰則により届出義務を担保しているが、そもそも届出事項が   

 相当程度限定されたもの  

   ↓すなわち  

本法７条の届出義務の内容  

  氏名名称等（１項１号）  

  事業に使用する呼称（１項２号）  

  事務所所在地（１項３号）  

  事務所の電話番号その他の連絡先等（１項４号）  

  役員の氏名、住所（１項５号）  

        ↓  

届出を要する情報はいずれも他の事業を行う上でも通常公開さ  

 れるような事項（商業登記簿等）  

        ↓  
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  届出義務履行の負担は小さい（負担の程度の小さい届出さえ

すれば不利益処分を受けない）  

 

 ・本法７条による届出義務を課すこと自体により、事業者のサイ

ト上のメッセージや、投稿者のメッセージが制約されるわけではな

い（直接的な制約ではない）。  

        ↓  

確かに、成人同士の異性交際にかかわる情報の授受まで制約を  

 受ける要素は想定されるが、上記のとおり規制の程度自体が必ず

しも強度のものではない。   

また、規制の必要性の高さに鑑みて、刑罰（本法１４条１項）  

による制裁があったとしても、なお規制手段としての相当性を逸脱

しない。  

 

※関連判例  

●よど号ハイジャック記事抹消事件判決（）  

＜罰則規定の合憲性判断＞  

「罰則規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される

自由の内容及び性質、具体的な制限の態様及び程度等を較量して決

せられるべき」  

●堀越事件判決（最高裁平成２４年１２月７日第２小法廷判決）  

 


